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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　冷蔵庫と、
　前記冷蔵庫と通信可能に設けられた端末装置と、を備え、
　前記冷蔵庫は、
　貯蔵室の内部に設けられた薬収納区画と、
　前記薬収納区画の内部の画像を撮影する撮像手段と、
　前記撮像手段が撮影した画像を画像データとして送信する冷蔵庫送信手段と、を備え、
　前記端末装置は、
　前記冷蔵庫送信手段が送信した画像データを受信する端末受信手段と、
　前記端末受信手段が受信した画像データに基づいて生成した薬管理情報を表示する表示
手段と、
　前記冷蔵庫で報知する内容を設定する報知内容設定手段と、
　前記報知内容設定手段が設定した報知する内容を報知内容データとして送信する端末送
信手段と、を備え、
　前記冷蔵庫は、
　前記端末送信手段が送信した報知内容データを受信する冷蔵庫受信手段と、
　前記貯蔵室の扉の開閉を検知する開閉検知手段と、
　前記開閉検知手段が前記扉の開閉を検知した場合に、前記冷蔵庫受信手段が受信した報
知内容データに基づいて、前記報知内容設定手段が設定した報知する内容の報知を行う報
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知手段と、をさらに備え、
　前記冷蔵庫受信手段が報知内容データを受信した後、当該報知内容データに基づく前記
報知内容設定手段が設定した報知する内容の報知を前記報知手段が行わないまま、予め設
定された時間が経過した場合に、当該報知内容データを削除する冷蔵庫システム。
【請求項２】
　前記報知内容設定手段は、音声を録音する音声録音手段を備え、
　前記端末送信手段は、前記音声録音手段が録音した音声を報知内容データとして送信し
、
　前記報知手段は、前記冷蔵庫受信手段が受信した報知内容データに基づいて音声を再生
する音声再生手段を備えた請求項１に記載の冷蔵庫システム。
【請求項３】
　前記冷蔵庫は、前記撮像手段が撮影した画像から前記薬収納区画の薬の収納状態の変化
を検知する収納変化検知手段をさらに備え、
　前記報知手段は、予め設定された時刻になっても前記収納変化検知手段が前記薬収納区
画の薬の収納状態の変化を検知しなかった場合に報知を行う請求項１又は請求項２に記載
の冷蔵庫システム。
【請求項４】
　前記冷蔵庫と通信可能に設けられたサーバ装置と、
　前記サーバ装置と通信可能に設けられた薬局端末と、をさらに備え、
　前記薬局端末は、
　処方箋情報を入力する処方箋情報入力手段と、
　前記処方箋情報入力手段により入力された処方箋情報を処方箋データとして前記サーバ
装置に送信する薬局送信手段と、を備え、
　前記サーバ装置は、前記薬局送信手段が送信した処方箋データを前記冷蔵庫と対応付け
て記憶する記憶手段と、
　前記記憶手段に記憶されている処方箋データを当該処方箋データに対応付けられた前記
冷蔵庫に送信するサーバ送信手段と、を備え、
　前記冷蔵庫受信手段は、前記サーバ送信手段が送信した処方箋データをさらに受信し、
　前記冷蔵庫は、
　前記撮像手段が撮影した画像から前記薬収納区画の薬の収納状態を検出する薬検出手段
と、
　前記冷蔵庫受信手段が受信した処方箋データと前記薬検出手段が検出した薬の収納状態
とを照合する処方箋照合手段と、をさらに備えた請求項１から請求項３のいずれか一項に
記載の冷蔵庫システム。
【請求項５】
　前記冷蔵庫は、前記冷蔵庫受信手段が受信した処方箋データに基づいて、前記薬収納区
画の内部の温度を制御する制御手段をさらに備えた請求項４に記載の冷蔵庫システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、冷蔵庫システム及び冷蔵庫に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来では、例えば特許文献１に示されるような見守りシステムが知られている。この特
許文献１に示される見守りシステムでは、見守り対象者の薬容器の中身を出し入れすると
、センサー部が動作し、撮影部が見守り対象者の薬容器の中身を撮影する。撮影された情
報は、情報保存部に保存され、差分取得部が過去の情報と比較して差分を出し、問題があ
ればアラーム処理部がアラームを発信する。また、見守り側は、表示部で、情報保存部の
情報を見ることができる。さらに、アラーム処理部は、現在時刻において消費しておくべ
き商品（薬）が消費されていない場合及び消費してはならない商品（薬）が消費されてい
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る場合にアラームを発信する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１４－０３８３７４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１に示されるようなシステムでは、そもそも服用すべき薬を薬
容器に収納し忘れてしまった場合、当該薬の服用忘れに気付くことができない。また、消
費しておくべき薬及び消費してはならない薬について正確に抽出することができない場合
、薬の服用忘れ又は誤った薬の服用が発生する可能性がある。また、見守り側は薬容器の
中身を確認することができるが、薬の服用忘れ又は誤った薬の服用に気付いたとしても、
見守り対象者にその旨を伝えることが困難である。したがって、薬の服用忘れ及び誤った
薬の服用等の発生を抑制できない場合がある。
【０００５】
　この発明は、このような課題を解決するためになされたものである。その目的は、服用
すべき薬を収納し忘れてしまった場合も含め、見守り対象者である冷蔵庫のユーザの薬の
服用忘れ及び誤った薬の服用の発生を抑制することができる冷蔵庫システム及び冷蔵庫を
得ることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この発明に係る冷蔵庫システムは、冷蔵庫と、前記冷蔵庫と通信可能に設けられた端末
装置と、を備え、前記冷蔵庫は、貯蔵室の内部に設けられた薬収納区画と、前記薬収納区
画の内部の画像を撮影する撮像手段と、前記撮像手段が撮影した画像を画像データとして
送信する冷蔵庫送信手段と、を備え、前記端末装置は、前記冷蔵庫送信手段が送信した画
像データを受信する端末受信手段と、前記端末受信手段が受信した画像データに基づいて
生成した薬管理情報を表示する表示手段と、前記冷蔵庫で報知する内容を設定する報知内
容設定手段と、前記報知内容設定手段が設定した報知する内容を報知内容データとして送
信する端末送信手段と、を備え、前記冷蔵庫は、前記端末送信手段が送信した報知内容デ
ータを受信する冷蔵庫受信手段と、前記貯蔵室の扉の開閉を検知する開閉検知手段と、前
記開閉検知手段が前記扉の開閉を検知した場合に、前記冷蔵庫受信手段が受信した報知内
容データに基づいて、前記報知内容設定手段が設定した報知する内容の報知を行う報知手
段と、をさらに備え、前記冷蔵庫受信手段が報知内容データを受信した後、当該報知内容
データに基づく前記報知内容設定手段が設定した報知する内容の報知を前記報知手段が行
わないまま、予め設定された時間が経過した場合に、当該報知内容データを削除する。
【発明の効果】
【０００８】
　この発明に係る冷蔵庫システム及び冷蔵庫によれば、服用すべき薬を収納し忘れてしま
った場合も含め、見守り対象者である冷蔵庫のユーザの薬の服用忘れ及び誤った薬の服用
の発生を抑制することができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】この発明の実施の形態１に係る冷蔵庫システムの構成を示すブロック図である。
【図２】この発明の実施の形態１に係る冷蔵庫システムが備える冷蔵庫の正面図である。
【図３】この発明の実施の形態１に係る冷蔵庫の縦断面図である。
【図４】この発明の実施の形態１に係る冷蔵庫の制御系統の構成を示すブロック図である
。
【図５】図４の制御装置の構成を示すブロック図である。
【図６】この発明の実施の形態１に係る冷蔵庫システムが備える端末装置の構成を示すブ
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ロック図である。
【図７】この発明の実施の形態１に係る冷蔵庫システムが備えるサーバ装置の構成を示す
ブロック図である。
【図８】この発明の実施の形態１に係る端末装置の画面表示の一例を模式的に示す図であ
る。
【図９】この発明の実施の形態１に係る端末装置の画面表示の一例を模式的に示す図であ
る。
【図１０】この発明の実施の形態１に係る冷蔵庫の画像送信動作の一例を示すフロー図で
ある。
【図１１】この発明の実施の形態１に係る端末装置の音声録音動作の一例を示すフロー図
である。
【図１２】この発明の実施の形態１に係る冷蔵庫の音声再生動作の一例を示すフロー図で
ある。
【図１３】この発明の実施の形態１に係る冷蔵庫の薬変化検知動作の一例を示すフロー図
である。
【図１４】この発明の実施の形態２に係る冷蔵庫システムの構成を示すブロック図である
。
【図１５】この発明の実施の形態２に係る冷蔵庫システムが備える薬局端末の構成を示す
ブロック図である。
【図１６】この発明の実施の形態２に係るサーバ装置の構成を示すブロック図である。
【図１７】この発明の実施の形態２に係る冷蔵庫の制御装置の構成を示すブロック図であ
る。
【図１８】この発明の実施の形態２に係る端末装置の画面表示の一例を模式的に示す図で
ある。
【図１９】この発明の実施の形態２に係る薬局端末の処方箋情報送信動作の一例を示すフ
ロー図である。
【図２０】この発明の実施の形態２に係るサーバ装置の処方箋情報受信動作の一例を示す
フロー図である。
【図２１】この発明の実施の形態２に係る冷蔵庫の処方箋情報照合動作の一例を示すフロ
ー図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　この発明を実施するための形態について添付の図面を参照しながら説明する。各図にお
いて、同一又は相当する部分には同一の符号を付して、重複する説明は適宜に簡略化又は
省略する。なお、本発明は以下の実施の形態に限定されることなく、本発明の趣旨を逸脱
しない範囲で種々変形することが可能である。
【００１１】
実施の形態１．
　図１から図１３は、この発明の実施の形態１に係るもので、図１は冷蔵庫システムの構
成を示すブロック図、図２は冷蔵庫システムが備える冷蔵庫の正面図、図３は冷蔵庫の縦
断面図、図４は冷蔵庫の制御系統の構成を示すブロック図、図５は図４の制御装置の構成
を示すブロック図、図６は冷蔵庫システムが備える端末装置の構成を示すブロック図、図
７は冷蔵庫システムが備えるサーバ装置の構成を示すブロック図、図８及び図９は端末装
置の画面表示の一例を模式的に示す図、図１０は冷蔵庫の画像送信動作の一例を示すフロ
ー図、図１１は端末装置の音声録音動作の一例を示すフロー図、図１２は冷蔵庫の音声再
生動作の一例を示すフロー図、図１３は冷蔵庫の薬変化検知動作の一例を示すフロー図で
ある。
【００１２】
　図１に示すように、この発明の実施の形態１に係る冷蔵庫１００を備えた冷蔵庫システ
ムは、冷蔵庫１００と、端末装置２００と、サーバ装置３００とを備えている。冷蔵庫１
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００とサーバ装置３００とは、相互に通信可能に接続されている。端末装置２００とサー
バ装置３００とは、相互に通信可能に接続されている。したがって、冷蔵庫１００と端末
装置２００とは、サーバ装置３００を介して相互に通信可能に接続されている。なお、冷
蔵庫１００と端末装置２００とを、サーバ装置３００を介さず直接的に相互に通信可能に
接続してもよい。
【００１３】
　端末装置２００は、冷蔵庫１００のユーザ（以下、「冷蔵庫ユーザ」という）の生活状
況を見守るユーザ（以下、「見守りユーザ」という）に主に使用される。冷蔵庫１００は
、例えば、冷蔵庫ユーザの家宅内に設置される。端末装置２００は、例えば、見守りユー
ザの家宅内に設置されるパソコン（パーソナル・コンピュータ）等である。他に例えば、
端末装置２００は、見守りユーザが使用するスマートフォン又はタブレット端末等の携帯
端末でもよい。
【００１４】
　サーバ装置３００は、例えば、冷蔵庫ユーザの家宅内又は見守りユーザの家宅内に設置
されるコンピュータ等である。なお、サーバ装置３００は、冷蔵庫ユーザの家宅内及び見
守りユーザの家宅内のいずれでもない場所に設置されていてもよい。
【００１５】
　サーバ装置３００と通信可能に接続される冷蔵庫１００の数は、１つに限られず複数で
あってもよい。同様に、サーバ装置３００と通信可能に接続される端末装置２００の数は
、１つに限られず複数であってもよい。また、サーバ装置３００は、複数のサーバ（サー
バ群）からなるクラウドサーバであってもよい。
【００１６】
　まず、図２から図４を参照しながら、この発明の実施の形態１に係る冷蔵庫１００の構
成について説明する。冷蔵庫１００は、図３に示すように断熱箱体１を有している。断熱
箱体１は、前面（正面）が開口されて内部に貯蔵空間が形成されている。断熱箱体１は、
外箱、内箱及び断熱材を有している。外箱は鋼鉄製である。内箱は樹脂製である。内箱は
外箱の内側に配置される。断熱材は、例えば発泡ウレタン等であり、外箱と内箱との間の
空間に充填されている。断熱箱体１の内部に形成された貯蔵空間は、１つ又は複数の仕切
り部材により、食品を収納保存する複数の貯蔵室に区画されている。
【００１７】
　図２及び図３に示すように、ここでは、冷蔵庫１００は、複数の貯蔵室として、例えば
、冷蔵室１０、切替室２０、製氷室３０、冷凍室４０及び野菜室５０を備えている。これ
らの貯蔵室は、断熱箱体１において上下方向に４段構成となって配置されている。
【００１８】
　冷蔵室１０は、断熱箱体１の最上段に配置されている。切替室２０は冷蔵室１０の下方
における左右の一側に配置されている。切替室２０の保冷温度帯は、複数の温度帯のうち
のいずれかを選択して切り替えることができる。切替室２０の保冷温度帯として選択可能
な複数の温度帯は、例えば、冷凍温度帯（例えば－１８℃程度）、冷蔵温度帯（例えば３
℃程度）、チルド温度帯（例えば０℃程度）及びソフト冷凍温度帯（例えば－７℃程度）
等である。製氷室３０は、切替室２０の側方に隣接して切替室２０と並列に、すなわち、
冷蔵室１０の下方における左右の他側に配置されている。
【００１９】
　冷凍室４０は、切替室２０及び製氷室３０の下方に配置されている。冷凍室４０は、主
に貯蔵対象を比較的長期にわたって冷凍保存する際に用いるためのものである。野菜室５
０は、冷凍室４０の下方の最下段に配置されている。野菜室５０は、主に野菜や容量の大
きな（例えば２Ｌ等）の大型ペットボトル等を収納するためのものである。
【００２０】
　冷蔵室１０の前面に形成された開口部には、当該開口部を開閉する回転式の冷蔵室扉７
が設けられている。ここでは、冷蔵室扉７は両開き式（観音開き式）であり、右扉７ａ及
び左扉７ｂにより構成されている。冷蔵庫１００の前面の冷蔵室扉７（例えば、左扉７ｂ
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）の外側表面には、操作パネル６が設けられている。
【００２１】
　冷蔵室１０以外の各貯蔵室（切替室２０、製氷室３０、冷凍室４０及び野菜室５０）は
、それぞれ引き出し式の扉によって開閉される。これらの引き出し式の扉は、扉に固定し
て設けられたフレームを各貯蔵室の左右の内壁面に水平に形成されたレールに対してスラ
イドさせることにより、冷蔵庫１００の奥行方向（前後方向）に開閉できるようになって
いる。
【００２２】
　図３に示すように、冷蔵庫１００の貯蔵室の内部には、薬収納区画１１が設けられてい
る。同図に示す例では、薬収納区画１１は、冷蔵室１０の内部に設けられている。冷蔵室
扉７の内側にはドアポケットが設けられている。そして、例えば、このドアポケットの一
部に薬収納区画１１が形成されている。ここでは、薬収納区画１１の内部には、さらに複
数の小区画が設けられている。具体的に例えば、薬収納区画１１の内部には、月曜日から
日曜日までの１週間（７日）のそれぞれ１日につき朝食後、昼食後、夕食後及び就寝前の
４回分にそれぞれ対応する計２８個の小区画が設けられている。そして、薬収納区画１１
内に形成されたそれぞれの小区画には、該当する曜日の該当するタイミングで服用又は使
用する薬を区分けして収納することができる。
【００２３】
　なお、ここでは、薬を服用又は使用するタイミングとして、朝食後、昼食後、夕食後及
び就寝前の４回を想定した場合の例について説明するが、薬を服用又は使用するタイミン
グは、これらに限られない。他に例えば、薬を服用又は使用するタイミングとして、各食
前すなわち朝食前、昼食前及び夕食前を想定して、薬収納区画１１の小区画を設けるよう
にしてもよい。さらに他に例えば、薬を服用又は使用するタイミングとして、各食間すな
わち朝食と昼食との間及び昼食と夕食との間を想定して、薬収納区画１１の小区画を設け
るようにしてもよい。
【００２４】
　薬収納区画１１には、カメラ９が設置されている。カメラ９は、薬収納区画１１の内部
を撮影して画像を出力する。カメラ９は、例えば、薬収納区画１１の上側から見下ろす撮
影視野を有している。なお、カメラ９の設置位置は、図３に示すような冷蔵室扉７のドア
ポケットの底面に限られない。カメラ９は、薬収納区画１１の全体を撮影できる位置であ
ればどこに設置してもよい。また、カメラ９の設置数は１つに限られない。すなわち、複
数のカメラ９を設置してもよい。カメラ９を複数設置することで、薬収納区画１１内に収
納された薬により視野が遮られて死角が生じることを抑制できる。
【００２５】
　冷蔵庫１００は、各貯蔵室へ供給する空気を冷却する冷凍サイクル回路を備えている。
冷凍サイクル回路は、圧縮機２、凝縮器（図示せず）、絞り装置（図示せず）及び冷却器
３等によって構成されている。圧縮機２は、冷凍サイクル回路内の冷媒を圧縮し吐出する
。凝縮器は、圧縮機２から吐出された冷媒を凝縮させる。絞り装置は、凝縮器から流出し
た冷媒を膨張させる。冷却器３は、絞り装置で膨張した冷媒によって各貯蔵室へ供給する
空気を冷却する。圧縮機２は、例えば、冷蔵庫１００の背面側の下部に配置される。
【００２６】
　冷蔵庫１００には、冷凍サイクル回路によって冷却された空気を各貯蔵室へ供給するた
めの風路５が形成されている。この風路５は、主に冷蔵庫１００内の背面側に配置されて
いる。冷凍サイクル回路の冷却器３は、この風路５内に設置される。また、風路５内には
、冷却器３で冷却された空気を各貯蔵室へ送るための送風ファン４も設置されている。
【００２７】
　送風ファン４が動作すると、冷却器３で冷却された空気（冷気）が風路５を通って冷凍
室４０、切替室２０、製氷室３０及び冷蔵室１０へと送られ、これらの貯蔵室内を冷却す
る。野菜室５０は、冷蔵室１０からの戻り冷気を冷蔵室用帰還風路を介して野菜室５０内
に導入することで冷却される。野菜室５０を冷却した冷気は、野菜室用帰還風路を通って
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冷却器３のある風路５内へと戻される（これらの帰還風路は図示せず）。そして、冷却器
３によって再度冷却されて、冷蔵庫１００内を冷気が循環される。
【００２８】
　風路５からそれぞれの貯蔵室へと通じる中途の箇所には、図示しないダンパが設けられ
ている。各ダンパは、風路５の各貯蔵室へと通じる箇所を開閉する。ダンパの開閉状態を
変化させることで、各貯蔵室へと供給する冷気の送風量を調節することができる。また、
冷気の温度は圧縮機２の運転を制御することで調節することができる。
【００２９】
　以上のようにして設けられた圧縮機２及び冷却器３からなる冷凍サイクル回路、送風フ
ァン４、風路５及びダンパは、貯蔵室の内部を冷却する冷却手段を構成している。
【００３０】
　なお、薬収納区画１１が設けられる冷蔵庫１００の貯蔵室は、冷蔵室１０に限られず、
切替室２０又は野菜室５０等の他の貯蔵室であってもよい。また、図示は省略するが、冷
蔵庫１００に薬収納専用の貯蔵室を備え、この薬収納専用の貯蔵室内に薬収納区画１１を
設けるようにしてもよい。この場合、この薬収納専用の貯蔵室は、冷却手段による冷却対
象でなくともよい。換言すれば、冷却手段は薬収納専用の貯蔵室の内部を冷却しなくとも
よい。つまり、薬収納専用の貯蔵室は、外部と断熱された暗室として設けられてもよい。
【００３１】
　冷蔵庫１００の例えば背面側の上部には、制御装置８が収容されている。制御装置８に
は、冷蔵庫１００の動作に必要な各種の制御を実施するための制御回路等が備えられてい
る。
【００３２】
　次に、図４を参照しながら、冷蔵庫１００の制御系統の構成を説明する。制御装置８は
、例えばマイクロコンピュータを備えており、プロセッサ８ａ及びメモリ８ｂを備えてい
る。制御装置８は、メモリ８ｂに記憶されたプログラムをプロセッサ８ａが実行すること
により、予め設定された処理を実行し、冷蔵庫１００を制御する。
【００３３】
　操作パネル６は、操作部６ａ、表示部６ｂ及びスピーカ６ｃを備えている。操作部６ａ
は、各貯蔵室の保冷温度及び冷蔵庫１００の動作モード（解凍モード等）を設定するため
の操作スイッチである。表示部６ｂは、各貯蔵室の温度等の各種情報を表示する液晶ディ
スプレイである。また、操作パネル６は、操作部６ａと表示部６ｂを兼ねるタッチパネル
を備えていてもよい。スピーカ６ｃは、冷蔵庫１００の周囲、特に冷蔵室扉７の前に立つ
冷蔵庫ユーザに対して、音声を鳴らすための音声出力装置である。
【００３４】
　冷蔵庫１００は、サーミスタ９１及び扉開閉検知スイッチ９２を備えている。サーミス
タ９１は、各貯蔵室内の温度を検出する。サーミスタ９１は、それぞれの貯蔵室に設置さ
れる。扉開閉検知スイッチ９２は、貯蔵室の扉の開閉を検知する開閉検知手段である。扉
開閉検知スイッチ９２は、例えば、冷蔵室１０の冷蔵室扉７の開閉を検知する。扉開閉検
知スイッチ９２は、例えば、一般的なマグネット方式のスイッチである。すなわち、扉開
閉検知スイッチ９２は、例えば、冷蔵室扉７に埋め込まれた磁石の近接を、冷蔵庫１００
本体側に設置された一対のリードスイッチによって検出する。
【００３５】
　制御装置８には、サーミスタ９１から各貯蔵室の内部の温度の検知信号が入力される。
また、制御装置８には、操作パネル６の操作部６ａからの操作信号も入力される。さらに
、制御装置８には、扉開閉検知スイッチ９２からの検知信号も入力される。
【００３６】
　制御装置８は、入力された信号に基づいて、各貯蔵室の内部が設定された温度に維持さ
れるように、圧縮機２及び送風ファン４等の動作を制御する処理を実行する。すなわち、
制御装置８は前述した冷却手段等を制御して、冷蔵庫１００の動作を制御する。
【００３７】
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　次に、図４に加えて図５から図７も参照して、以上のように構成された冷蔵庫１００を
備えた冷蔵庫システムの構成について説明する。前述したように、冷蔵庫システムは、冷
蔵庫１００と、端末装置２００と、サーバ装置３００とを備えている。図５に示すように
、冷蔵庫１００の制御装置８は、撮像部１０１、音声再生部１０２、薬収納状態検知部１
０３、自動音声生成部１０４及び冷蔵庫通信部１１０を備えている。また、図６に示すよ
うに、端末装置２００は、音声録音部２０１、薬管理情報表示部２０２及び端末通信部２
１０を備えている。そして、図７に示すように、サーバ装置３００は、記憶部３０１及び
サーバ通信部３１０を備えている。
【００３８】
　冷蔵庫通信部１１０は、冷蔵庫１００とサーバ装置３００との間で、データを双方向に
通信するためのものである。また、端末通信部２１０は、端末装置２００とサーバ装置３
００との間で、データを双方向に通信するためのものである。そして、サーバ通信部３１
０は、サーバ装置３００と冷蔵庫１００との間、及び、サーバ装置３００と端末装置２０
０との間のそれぞれで、データを双方向に通信するためのものである。
【００３９】
　冷蔵庫１００の制御装置８が備える撮像部１０１は、カメラ９の撮影動作を制御する。
そして、撮像部１０１は、カメラ９が撮影した薬収納区画１１内の画像を取得する。具体
的には、撮像部１０１は、例えば扉開閉検知スイッチ９２が冷蔵室扉７の開閉を検知した
時に、カメラ９に薬収納区画１１の内部を撮影させる。より詳しくは、撮像部１０１は、
例えば、開かれていた冷蔵室扉７が閉じられたことを検知した後、冷蔵室１０内が照明さ
れている間にカメラ９に撮影を行わせる。そして、カメラ９が撮影した薬収納区画１１の
内部の画像は、撮像部１０１へと送られる。このようにして、カメラ９及び撮像部１０１
は、薬収納区画１１の内部の画像を撮影する撮像手段を構成している。
【００４０】
　冷蔵庫通信部１１０は、カメラ９が撮影した薬収納区画１１内の画像を画像データとし
てサーバ装置３００へと送信する。したがって、冷蔵庫通信部１１０は、撮像手段が撮影
した画像を画像データとして送信する冷蔵庫送信手段を構成している。サーバ装置３００
のサーバ通信部３１０は、冷蔵庫１００から送信された画像データを受信する。記憶部３
０１は、サーバ通信部３１０が受信した画像データを記憶する。そして、サーバ通信部３
１０は、受信した画像データを、端末装置２００へと送信する。
【００４１】
　端末装置２００の端末通信部２１０は、サーバ装置３００から送信された画像データを
受信する。この画像データは、元々は冷蔵庫通信部１１０から送信されたものである。し
たがって、端末通信部２１０は、冷蔵庫送信手段が送信した画像データを受信する端末受
信手段を構成している。
【００４２】
　端末装置２００は、各種の画面を表示可能な表示装置を備えている。表示装置は、例え
ば液晶ディスプレイ等である。端末装置２００の薬管理情報表示部２０２は、端末通信部
２１０が受信した画像データに基づいて、薬管理情報を生成する。そして、薬管理情報表
示部２０２は、生成した薬管理情報を端末装置２００の表示装置に表示させる。
【００４３】
　薬管理情報表示部２０２が生成する薬管理情報には、少なくとも薬収納状態情報が含ま
れている。薬収納状態情報とは、それぞれの曜日及び服用タイミングについて、薬収納区
画１１に収納されている薬に関する情報である。薬管理情報表示部２０２は、例えば、端
末通信部２１０が受信した画像データから薬収納区画１１の小区画のそれぞれに収納され
ている薬を抽出することで、薬収納状態情報を生成することができる。なお、薬収納状態
情報は、端末通信部２１０が受信した画像データすなわちカメラ９が撮影した薬収納区画
１１の内部の画像そのものであってもよい。
【００４４】
　また、薬管理情報表示部２０２が生成する薬管理情報には、薬服用情報が含まれていて
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もよい。薬服用情報とは、それぞれの曜日及び服用タイミングについて、冷蔵庫ユーザが
当該曜日及び服用タイミングの薬を服用したか否かに関する情報である。薬管理情報表示
部２０２は、例えば、端末通信部２１０が受信した画像データから薬収納区画１１の小区
画のそれぞれにおける薬の収納状態の変化を検出することで、薬服用情報を生成すること
ができる。
【００４５】
　端末装置２００の音声録音部２０１は、端末装置２００の見守りユーザが発した音声を
録音するためのものである。端末装置２００には、図示しないマイク等の音声入力装置が
備えられ、又は、接続されている。音声録音部２０１は、端末装置２００の音声入力装置
に入力された音声を録音し、音声データとして保存する。
【００４６】
　端末通信部２１０は、音声録音部２０１で録音された音声データをサーバ装置３００へ
と送信する。サーバ装置３００のサーバ通信部３１０は、端末装置２００から送信された
音声データを受信する。サーバ装置３００の記憶部３０１は、サーバ通信部３１０が受信
した音声データを記憶する。そして、サーバ通信部３１０は、受信した音声データを冷蔵
庫１００へと送信する。
【００４７】
　冷蔵庫通信部１１０は、サーバ装置３００から送信された音声データを受信する。音声
再生部１０２は、扉開閉検知スイッチ９２が冷蔵室扉７の開閉を検知した場合に、冷蔵庫
通信部１１０が受信した音声データをスピーカ６ｃに再生させる。そして、スピーカ６ｃ
は音声データを鳴らして、冷蔵庫ユーザに音声データの内容を音声で知らせる。
【００４８】
　ここで、端末装置２００の音声録音部２０１は、冷蔵庫１００で報知する内容を設定す
る報知内容設定手段の一例である。すなわち、音声録音部２０１による音声の録音は、冷
蔵庫１００で報知する内容を設定することの具体的な一例である。逆に言えば、この発明
に係る冷蔵庫システムにおいては、端末装置２００は、冷蔵庫１００で報知する内容を設
定する報知内容設定手段を備えている。そして、ここで説明する実施の形態１においては
、報知内容設定手段は、音声を録音する音声録音手段である音声録音部２０１を備えてい
る。
【００４９】
　また、端末通信部２１０は、報知内容設定手段が設定した報知する内容を報知内容デー
タとして送信する端末送信手段である。そして、ここで説明する実施の形態１においては
、報知内容データは音声データである。すなわち、端末送信手段は、音声録音手段が録音
した音声を報知内容データとして送信する。
【００５０】
　さらに、冷蔵庫１００の冷蔵庫通信部１１０が受信する音声データは、元々は端末通信
部２１０から送信されたものである。したがって、冷蔵庫１００の冷蔵庫通信部１１０は
、端末送信手段である端末通信部２１０が送信した報知内容データを受信する冷蔵庫受信
手段でもある。
【００５１】
　そして、音声再生部１０２及びスピーカ６ｃは、報知手段の一例である。すなわち、す
なわち、音声再生部１０２及びスピーカ６ｃによる音声データの再生は、報知内容データ
に基づいた報知の具体的な一例である。逆に言えば、この発明に係る冷蔵庫システムにお
いては、冷蔵庫１００は、開閉検知手段が冷蔵室扉７の開閉を検知した場合に、冷蔵庫受
信手段である冷蔵庫通信部１１０が受信した報知内容データに基づいて報知を行う報知手
段を備えている。そして、ここで説明する実施の形態１においては、報知手段は、冷蔵庫
受信手段が受信した報知内容データに基づいて音声を再生する音声再生手段である音声再
生部１０２及びスピーカ６ｃを備えている。
【００５２】
　なお、端末装置２００の報知内容設定手段により設定する冷蔵庫１００で報知する内容
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は、以上で説明したような音声による報知に限られない。他に例えば、開閉検知手段であ
る扉開閉検知スイッチ９２が冷蔵室扉７の開閉を検知した時に、薬収納区画１１を照明で
照らす、又は、薬収納区画１１自体を光らせるようにしてもよい。この際、照明で照らす
又は光らせる範囲を、薬収納区画１１の小区画毎に設定できるようにしてもよい。この場
合には、報知内容データは、どの小区画を照らす又は光らせるかに関するものとなる。
【００５３】
　さらに、他に例えば、操作パネル６の表示部６ｂに、文字メッセージを表示してもよい
。また、他にも例えば、冷蔵庫ユーザが使用するスマートフォン等の携帯端末及び冷蔵庫
ユーザの家宅内に設置されたテレビの一方又は両方を用いて、音声及び文字の一方又は両
方による報知を行うようにしてもよい。
【００５４】
　また、最後に扉開閉検知スイッチ９２が冷蔵室扉７の開閉を検知した時以降に冷蔵庫通
信部１１０が受信した報知内容データ（音声データ）が複数ある場合が考えられる。この
場合には、音声再生部１０２は、例えば、最新の報知内容データ、すなわち、冷蔵庫通信
部１１０が最後に受信した音声データに基づいて報知を行うようにすることが考えられる
。
【００５５】
　なお、冷蔵庫通信部１１０が報知内容データを受信した後、当該報知内容データに基づ
く冷蔵庫１００での報知が行われないまま、予め設定された時間が経過した場合には、制
御装置８は、当該報知内容データを削除するようにしてもよい。このようにすることで、
例えば、朝の薬の服用忘れを指摘する報知内容データを冷蔵庫１００で受信してから一度
も冷蔵室扉７が開閉されずに昼を過ぎてしまった場合、その後に当該報知内容データに基
づく報知を行うと、朝と昼の２回分の薬を一度に服用する報知内容に誤解される可能性が
あるためである。この際、報知が行われなかった場合に報知内容データの自動削除を行う
期限を、端末装置２００で見守りユーザが設定できるようにしてもよい。
【００５６】
　冷蔵庫１００の薬収納状態検知部１０３は、撮像手段が撮影した薬収納区画１１の内部
の画像から薬収納区画１１の薬の収納状態の変化を検知する。薬収納状態検知部１０３は
、前回の冷蔵室扉７の開閉時に撮影した薬収納区画１１の内部の画像と、今回の冷蔵室扉
７の開閉時に撮影した薬収納区画１１の内部の画像とを比較することで、薬収納区画１１
の薬の収納状態の変化を検知する。
【００５７】
　この際、薬収納状態検知部１０３は、薬収納区画１１の小区画毎に、薬の収納状態の変
化を検知するようにするとよい。また、薬収納状態検知部１０３は、冷蔵室扉７の開閉が
検知される度に、全ての小区画について薬の収納状態の変化の検知処理を行うのではなく
、一部の小区画についてのみ行うようにしてもよい。この場合、薬収納状態検知部１０３
は、現在の曜日及び時間帯に応じて、該当する小区画について薬の収納状態の変化の検知
処理を行えば足りる。
【００５８】
　さらに、薬収納状態検知部１０３は、薬収納区画１１の小区画内における薬の有無の変
化のみを検知し、薬の種類については識別しないようにしてもよい。このようにすること
で、処理負荷を軽減できる。
【００５９】
　報知手段である音声再生部１０２は、予め設定された時刻になっても薬収納状態検知部
１０３が薬収納区画１１の薬の収納状態の変化を検出しなかった場合に報知を行う。この
際の報知では、音声再生部１０２は、自動音声生成部１０４が生成した音声を再生して報
知を行う。
【００６０】
　すなわち、自動音声生成部１０４は、予め設定された時刻になっても薬収納状態検知部
１０３が薬収納区画１１の薬の収納状態の変化を検出しなかった場合に、薬の服用忘れに
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ついて注意を喚起する旨の音声メッセージを生成する。そして、音声再生部１０２は、自
動音声生成部１０４が生成した音声メッセージを再生する。この際、自動音声生成部１０
４は、現在の曜日及び時間帯に対応した薬収納区画１１の小区画についてのみ、薬の収納
状態の変化が検知されたか否かを確認すればよい。なお、薬の服用忘れについて注意を喚
起する旨の音声メッセージとして、具体的に例えば、「薬を飲み忘れていませんか？」等
とすることが考えられる。
【００６１】
　ここで、自動音声生成部１０４は前述の場合以外にも音声メッセージを生成し、生成し
た音声メッセージを音声再生部１０２が再生するようにしてもよい。具体的に例えば、料
理中等に冷蔵庫が開閉された場合に、「朝食前に飲む薬があります」という音声メッセー
ジを生成して再生してもよい。また、食事前に冷蔵庫が開閉された場合には、例えば「薬
を飲んでください」という音声メッセージを生成して再生してもよい。薬収納区画１１に
過去と異なる薬が収納されたことを検知した場合には、例えば「いつもと違う薬が入って
います。問題ありませんか？」という音声メッセージを生成して再生してもよい。
【００６２】
　さらに、朝食時に薬収納区画１１から昼の薬が取り出されたことを検知した場合には、
例えば「昼用の薬を取り出しています」という音声メッセージを生成して再生してもよい
。なお、この場合には、昼に外出して外で薬を服用するために事前に取り出した可能性が
あるため、警告ではなく確認のメッセージとするのがよい。そして、薬収納区画１１に全
く薬が収納されていないことを検知した場合には、例えば「薬が入っていません。薬を入
れてください」という音声メッセージを生成して再生してもよい。
【００６３】
　なお、冷蔵庫通信部１１０は、薬収納状態検知部１０３による検知結果を端末装置２０
０に送信するようにしてもよい。そして、この場合には、端末装置２００の薬管理情報表
示部２０２は、薬収納状態検知部１０３の検知結果も用いて、薬管理情報を生成するとよ
い。具体的に例えば、薬管理情報表示部２０２は、薬収納状態検知部１０３が各小区画に
ついて薬の収納状態の変化を検出したか否かに応じて、各小区画の薬服用情報を生成する
ことが考えられる。
【００６４】
　以上のように構成された冷蔵庫１００及び端末装置２００を備えた冷蔵庫システムにお
いては、見守りユーザは、端末装置２００に表示された薬管理情報を確認することで、冷
蔵庫ユーザの薬収納区画１１における薬の収納状態及び服薬状況を把握することができる
。したがって、服用すべき薬を薬収納区画１１に収納し忘れてしまった場合、薬の服用忘
れ又は誤った薬の服用が発生した場合等に見守りユーザが気付くことができる。そして、
薬の服用忘れ等に気付いた見守りユーザは、その旨を指摘する報知内容を設定することが
可能である。さらに、その設定された報知内容は、冷蔵庫１００の扉を開閉するという冷
蔵庫ユーザの日常的な動作によって、冷蔵庫ユーザに報知されるため、確実に冷蔵庫ユー
ザに伝えることができる。したがって、服用すべき薬を収納し忘れてしまった場合も含め
、見守り対象者である冷蔵庫ユーザの薬の服用忘れ又は誤った薬の服用の発生を抑制する
ことが可能である。さらに、冷蔵庫１００の扉を開閉した際に服用忘れ等を指摘する報知
が冷蔵庫ユーザに対してなされるため、冷蔵庫ユーザはその場で即座に薬収納区画１１の
薬を確認して正しく薬を服用することができる。
【００６５】
　次に、図８及び図９を参照しながら、以上のように構成された端末装置２００における
画面表示例について説明する。まず、図８に示すのは、端末装置２００に表示される冷蔵
庫ユーザ一覧画面４００の一例である。この冷蔵庫ユーザ一覧画面４００の例では、冷蔵
庫ユーザ通し番号４０１、冷蔵庫ユーザ名４０２、冷蔵庫ユーザ年齢４０３、冷蔵庫ユー
ザ同居情報４０４、冷蔵庫ユーザ住所４０５及び最終確認日４０６等の各種の情報が、当
該端末装置２００の見守り対象である冷蔵庫ユーザ毎に一覧で表示されている。なお、最
終確認日４０６は、端末装置２００で当該冷蔵庫ユーザの詳細情報を最後に確認した日時
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である。
【００６６】
　また、冷蔵庫ユーザ一覧画面４００には、冷蔵庫ユーザ毎に詳細情報表示ボタン４０７
が表示されている。詳細情報表示ボタン４０７を操作すると、当該操作したボタンに対応
する冷蔵庫ユーザの詳細情報を表示する冷蔵庫ユーザ詳細画面に遷移する。
【００６７】
　図９に示すのは、端末装置２００に表示される冷蔵庫ユーザ詳細画面５００の一例であ
る。冷蔵庫ユーザ一覧画面４００の詳細情報表示ボタン４０７を操作すると、対応する冷
蔵庫ユーザの冷蔵庫ユーザ詳細画面５００が端末装置２００に表示される。
【００６８】
　図９に示す冷蔵庫ユーザ詳細画面５００の例では、戻るボタン５０１、冷蔵庫ユーザ基
本情報５１０、薬収納状態情報５２０、薬服用情報５３０、服用忘れ警告メッセージ欄５
４０及び録音開始ボタン５５０が表示されている。
【００６９】
　戻るボタン５０１を操作すると、冷蔵庫ユーザ一覧画面４００に戻ることができる。冷
蔵庫ユーザ基本情報５１０には、冷蔵庫ユーザ一覧画面４００で表示されていた、当該冷
蔵庫ユーザの年齢、同居情報及び住所が表示される。
【００７０】
　薬収納状態情報５２０は、薬管理情報表示部２０２が生成する薬管理情報のうちの薬収
納状態情報である。薬収納状態情報５２０には、例えば、それぞれの曜日及び服用タイミ
ング毎、すなわち、薬収納区画１１の小区画毎についての薬の収納状態が表示される。こ
の薬収納状態情報５２０は、前述したように、薬収納区画１１の内部の画像であってもよ
い。
【００７１】
　薬服用情報５３０は、薬管理情報表示部２０２が生成する薬管理情報のうちの薬服用情
報である。例えば、それぞれの曜日及び服用タイミング毎、すなわち、薬収納区画１１の
小区画毎について、薬が服用されているか否かの判定結果が表示される。
【００７２】
　服用忘れ警告メッセージ欄５４０には、服用忘れが発生している可能性がある場合に、
薬の服用忘れについて注意を喚起する旨のメッセージが表示される。服用忘れが発生して
いる可能性があるか否かは、例えば、薬管理情報表示部２０２が生成する薬管理情報のう
ちの薬服用情報に基づいて判定することができる。また、薬収納状態検知部１０３による
検知結果を端末装置２００に送信している場合には、薬収納状態検知部１０３が各小区画
について薬の収納状態の変化を検出したか否かによって、服用忘れが発生している可能性
があるか否かを判定してもよい。
【００７３】
　録音開始ボタン５５０を操作すると、音声録音部２０１による録音が開始され、前述の
音声データを作成することができる。音声録音部２０１による録音中は、録音開始ボタン
５５０が録音停止ボタンに変化する。録音停止ボタンを操作すると音声録音部２０１によ
る録音が停止される。この際、今回録音した音声を保存するか否かを確認するための例え
ばダイアログ・ウィンドウ等を表示させてもよい。このようにすることで、音声の録音に
失敗した場合等に失敗した音声を保存することなく、円滑に再録音等を行うことができる
。
【００７４】
　さらに、ここでは図示しないが、過去に録音した音声を削除するためのボタン又は画面
等を設けるとよい。過去に録音した音声を削除するための画面においては、過去に録音し
た音声を例えばリスト形式で表示し、表示された音声から選択して削除できるようにして
もよい。また、過去に録音した音声の全てを一括して削除できるようにしてもよい。
【００７５】
　次に、図１０を参照しながら、以上のように構成された冷蔵庫１００の画像送信動作の



(13) JP 6874501 B2 2021.5.19

10

20

30

40

50

一例を説明する。冷蔵室扉７が開いたことを扉開閉検知スイッチ９２が検知した場合、図
１２に示す画像送信動作が実行される。
【００７６】
　冷蔵庫１００が画像送信動作を開始すると（ステップＳ１００）、まず、ステップＳ１
０１において、撮像部１０１は、冷蔵室扉７が閉まったことを扉開閉検知スイッチ９２が
検知したか否かを確認する。冷蔵室扉７が閉まったことを扉開閉検知スイッチ９２が検知
しない場合、冷蔵室扉７が閉まったことを扉開閉検知スイッチ９２が検知するまで、処理
はこのステップＳ１０１で待機する。そして、冷蔵室扉７が閉まったことを扉開閉検知ス
イッチ９２が検知すると、処理はステップＳ１０２へと進む。
【００７７】
　ステップＳ１０２においては、撮像部１０１は、ステップＳ１０１で冷蔵室扉７が閉ま
ったことを扉開閉検知スイッチ９２が検知してから、予め設定された一定時間が経過した
か否かを確認する。冷蔵室扉７が閉まったことを扉開閉検知スイッチ９２が検知してから
一定時間が経過していない場合、一定時間が経過するまで、処理はこのステップＳ１０２
で待機する。そして、一定時間が経過すると、処理はステップＳ１０３へと進む。
【００７８】
　ステップＳ１０３においては、撮像部１０１は、カメラ９に薬収納区画１１の内部の画
像を撮影させる。そして、撮像部１０１は、カメラ９が撮影した薬収納区画１１の内部の
画像を取得する。ステップＳ１０３の後、処理はステップＳ１０４へと進む。
【００７９】
　ステップＳ１０４においては、冷蔵庫通信部１１０は、ステップＳ１０３で撮影した薬
収納区画１１の内部の画像の画像データをサーバ装置３００へと送信する。ステップＳ１
０４の処理が完了すると、冷蔵庫１００の一連の画像送信動作は終了となる。
【００８０】
　次に、図１１を参照しながら、以上のように構成された端末装置２００の音声録音動作
の一例を説明する。端末装置２００が音声録音動作を開始すると（ステップＳ２００）、
まず、ステップＳ２０１において、音声録音部２０１は、図９に示す冷蔵庫ユーザ詳細画
面５００の録音開始ボタン５５０が操作されたか否かを確認する。録音開始ボタンが操作
されない場合、端末装置２００の音声録音動作は終了する。一方、録音開始ボタンが操作
された場合、処理はステップＳ２０２へと進む。
【００８１】
　ステップＳ２０２においては、音声録音部２０１は、音声の録音を開始する。ステップ
Ｓ２０２の後、処理はステップＳ２０３へと進む。ステップＳ２０３においては、音声録
音部２０１は、ステップＳ２０２で録音を開始してから、予め設定された一定時間が経過
したか否かを確認する。このステップＳ２０３の一定時間は、前述したステップＳ１０２
の一定時間とは別個に設定される。録音開始から一定時間が経過していない場合には、処
理はステップＳ２０４へと進む。
【００８２】
　ステップＳ２０４においては、音声録音部２０１は、冷蔵庫ユーザ詳細画面５００の図
示しない録音停止ボタンが操作されたか否かを確認する。録音停止ボタンが操作されない
場合、処理はステップＳ２０３へと戻る。
【００８３】
　一方、ステップＳ２０４で録音停止ボタンが操作された場合には、処理はステップＳ２
０５へと進む。また、ステップＳ２０３で録音開始から一定時間が経過した場合も、処理
はステップＳ２０５へと進む。この場合には、処理はステップＳ２０４を経ることなく、
ステップＳ２０３から直接ステップＳ２０５へと進む。ステップＳ２０５においては、音
声録音部２０１は、音声の録音を停止する。ステップＳ２０５の後、処理はステップＳ２
０６へと進む。
【００８４】
　ステップＳ２０６においては、端末通信部２１０は、ステップＳ２０２からステップＳ
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２０５までで録音した音声データをサーバ装置３００へと送信する。ステップＳ２０６の
処理が完了すると、端末装置２００の一連の音声録音動作は終了となる。
【００８５】
　次に、図１２を参照しながら、以上のように構成された冷蔵庫１００の音声再生動作の
一例について説明する。冷蔵庫１００が音声再生動作を開始すると（ステップＳ３００）
、まず、ステップＳ３０１において、制御装置８は、冷蔵室扉７が開いたことを扉開閉検
知スイッチ９２が検知したか否かを確認する。冷蔵室扉７が開いたことを扉開閉検知スイ
ッチ９２が検知しない場合、冷蔵室扉７が開いたことを扉開閉検知スイッチ９２が検知す
るまで、処理はこのステップＳ３０１で待機する。そして、冷蔵室扉７が開いたことを扉
開閉検知スイッチ９２が検知すると、処理はステップＳ３０２へと進む。
【００８６】
　ステップＳ３０２においては、音声再生部１０２は、冷蔵庫通信部１１０が受信した音
声データをスピーカ６ｃに再生させる。ステップＳ３０２の処理が完了すると、冷蔵庫１
００の一連の音声再生動作は終了となる。
【００８７】
　次に、図１３を参照しながら、以上のように構成された冷蔵庫１００の薬収納状態の変
化検知動作の一例を説明する。冷蔵庫１００が薬収納状態の変化検知動作を開始すると（
ステップＳ４００）、まず、ステップＳ４０１において、薬収納状態検知部１０３は、薬
収納状態の変化検知を行う曜日及び時刻として予め設定された曜日及び時刻が経過したか
否かを確認する。そして、予め設定された曜日及び時刻が経過していれば、処理はステッ
プＳ４０２へと進む。
【００８８】
　ステップＳ４０２においては、薬収納状態検知部１０３は、最新の薬収納区画１１の画
像から、各小区画内に収納された薬を抽出する。ステップＳ４０２の後、処理はステップ
Ｓ４０３へと進む。
【００８９】
　ステップＳ４０３においては、薬収納状態検知部１０３は、今回の設定曜日及び時刻に
おいて薬収納状態の変化検知の対象である小区画内に収納された薬の有無を確認する。こ
の確認は、先のステップＳ４０２で抽出された薬の情報に基づいて行われる。ステップＳ
４０３の後、処理はステップＳ４０４へと進む。
【００９０】
　ステップＳ４０４においては、薬収納状態検知部１０３は、ステップＳ４０３の確認結
果に基づいて、今回の設定曜日及び時刻において薬収納状態の変化検知の対象である小区
画内に薬が無いか否かを判定する。検知の対象である小区画内に薬が有る場合、処理はス
テップＳ４０５へと進む。
【００９１】
　ステップＳ４０５においては、冷蔵庫通信部１１０は、端末装置２００へと薬の服用忘
れが発生した可能性がある旨を通知する。なお、この際の端末装置２００への通知は、こ
の実施の形態１ではサーバ装置３００を経由して行われる。ステップＳ４０５の後、処理
はステップＳ４０７へと進む。
【００９２】
　一方、ステップＳ４０４で検知の対象である小区画内に薬が無い場合、処理はステップ
Ｓ４０５を経ることなくステップＳ４０７へと進む。
【００９３】
　また一方で、ステップＳ４０１において、薬収納状態の変化検知を行う曜日及び時刻と
して予め設定された曜日及び時刻が、まだ経過していない場合、処理はステップＳ４０６
へと進む。
【００９４】
　ステップＳ４０６においては、例えば撮像部１０１は、冷蔵庫１００のカメラ９で薬収
納区画１１の内部の画像を撮影したか否かを確認する。薬収納区画１１の内部の画像を撮
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影していない場合、処理はステップＳ４０１へと戻る。一方、薬収納区画１１の内部の画
像を撮影している場合、処理はステップＳ４０７へと進む。
【００９５】
　ステップＳ４０７においては、薬収納状態検知部１０３は、現在の時刻以降で、薬収納
状態変化の検知対象となる小区画がどれであるのかを特定する。ステップＳ４０７の後、
処理はステップＳ４０８へと進む。
【００９６】
　ステップＳ４０８においては、薬収納状態検知部１０３は、ステップＳ４０７で薬収納
状態変化の検知対象として特定した小区画に対応する曜日及び時刻に応じて、次に薬収納
状態の変化検知を行う曜日及び時刻を設定する。ステップＳ４０８の処理が完了すると、
冷蔵庫１００の一連の薬収納状態の変化検知動作は終了となる。
【００９７】
実施の形態２．
　図１４から図２１は、この発明の実施の形態２に係るもので、図１４は冷蔵庫システム
の構成を示すブロック図、図１５は冷蔵庫システムが備える薬局端末の構成を示すブロッ
ク図、図１６はサーバ装置の構成を示すブロック図、図１７は冷蔵庫の制御装置の構成を
示すブロック図、図１８は端末装置の画面表示の一例を模式的に示す図、図１９は薬局端
末の処方箋情報送信動作の一例を示すフロー図、図２０はサーバ装置の処方箋情報受信動
作の一例を示すフロー図、図２１は冷蔵庫の処方箋情報照合動作の一例を示すフロー図で
ある。
【００９８】
　ここで説明する実施の形態２は、前述した実施の形態１の構成において、処方箋情報を
入力可能な薬局端末を備え、処方箋情報と冷蔵庫内の薬の収納状態とを照合できるように
したものである。以下、この実施の形態２に係る冷蔵庫システムについて、実施の形態１
の構成を元にした場合を例に挙げ、実施の形態１との相違点を中心に説明する。
【００９９】
　この発明の実施の形態２に係る冷蔵庫システムは、図１４に示すように、冷蔵庫１００
、端末装置２００及びサーバ装置３００に加えて、薬局端末６００をさらに備えている。
薬局端末６００は、サーバ装置３００と通信可能に設けられている。
【０１００】
　薬局端末６００は、調剤薬局内に設置される例えばパソコン（パーソナル・コンピュー
タ）、スマートフォン又はタブレット端末等である。図１５に示すように、薬局端末６０
０は、処方箋入力部６０１及び薬局通信部６１０を備えている。
【０１０１】
　処方箋入力部６０１は、処方箋情報を入力する処方箋情報入力手段である。処方箋入力
部６０１は、例えば、医療機関で作成された電子的な処方情報（いわゆる電子処方箋）を
薬局端末６００に入力するためのインターフェイスである。
【０１０２】
　他に例えば、処方箋入力部６０１は、紙媒体の処方箋の画像を取り込むスキャナを備え
てもよい。この場合には、処方箋入力部６０１は、例えば、取り込んだ処方箋の画像から
ＯＣＲ（Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｃｈａｒａｃｔｅｒ　Ｒｅｃｏｇｎｉｔｉｏｎ／Ｒｅａｄｅｒ
、光学的文字認識）によって、処方箋情報を取得することが考えられる。
【０１０３】
　さらに他にも例えば、処方箋入力部６０１は、薬局端末６００の操作者により操作され
るキーボード等の入力装置を備えてもよい。この場合には、薬局端末６００の操作者が紙
媒体の処方箋の処方情報を処方箋入力部６０１を用いて薬局端末６００に入力することに
なる。
【０１０４】
　薬局通信部６１０は、処方箋入力部６０１により入力された処方箋情報を処方箋データ
としてサーバ装置３００に送信する。すなわち、薬局通信部６１０は、処方箋情報入力手
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段により入力された処方箋情報を処方箋データとしてサーバ装置３００に送信する薬局送
信手段を構成している。
【０１０５】
　次に、図１６に示すように、この実施の形態２においては、サーバ装置３００は、記憶
部３０１及びサーバ通信部３１０に加えて、対応付け部３０２をさらに備えている。まず
、サーバ通信部３１０は、薬局通信部６１０から送信された処方箋データを受信する。そ
して、記憶部３０１は、サーバ通信部３１０が受信した処方箋データをさらに記憶する。
【０１０６】
　この際、記憶部３０１は、処方箋データと冷蔵庫１００とを対応付けて記憶する。この
処方箋データと冷蔵庫１００との対応付けを行うのが、対応付け部３０２である。処方箋
データには、当該処方箋の処方を受けた個人を特定可能な情報が含まれている。このよう
な個人を特定可能な情報としては、具体的に例えば、健康保険被保険者証の記号、番号、
保険者番号及び氏名を用いることが考えられる。この場合、対応付け部３０２は、それぞ
れの冷蔵庫１００の冷蔵庫ユーザについて、健康保険被保険者証の記号、番号、保険者番
号及び氏名を予め記憶している。そして、対応付け部３０２は、健康保険被保険者証の記
号、番号、保険者番号及び氏名をキーとして、処方箋データと冷蔵庫１００とを対応付け
る。このようにして、記憶部３０１は、薬局送信手段である薬局通信部６１０が送信した
処方箋データを冷蔵庫１００と対応付けて記憶する記憶手段を構成している。なお、対応
付け部３０２は、他に例えば、各冷蔵庫ユーザの個人番号いわゆるマイナンバーをキーと
して、処方箋データと冷蔵庫１００とを対応付けるようにしてもよい。
【０１０７】
　サーバ通信部３１０は、記憶部３０１に記憶されている処方箋データを当該処方箋デー
タに対応付けられた冷蔵庫１００に送信する。そして、冷蔵庫通信部１１０は、サーバ通
信部３１０が送信した処方箋データを受信する。
【０１０８】
　図１７に示すように、この実施の形態２においては、冷蔵庫１００の制御装置８は、処
方箋照合部１０５を備えている。また、この実施の形態２に係る薬収納状態検知部１０３
は、撮像手段が撮影した画像から薬収納区画１１の薬の収納状態を検出する薬検出手段を
構成している。すなわち、この実施の形態２においては、薬収納状態検知部１０３は、薬
収納区画１１の小区画のそれぞれについて薬が収納されているか否かを検出する。換言す
れば、薬収納状態検知部１０３は、薬収納区画１１の各小区画内における薬の有無を検出
する。
【０１０９】
　処方箋照合部１０５は、冷蔵庫通信部１１０が受信した処方箋データと薬収納状態検知
部１０３が検出した薬の収納状態とを照合する処方箋照合手段である。より詳細には、冷
蔵庫通信部１１０が受信した処方箋データから、当該冷蔵庫１００の冷蔵庫ユーザが薬を
服用すべき曜日及びタイミング（時間帯）の情報を取得する。そして、冷蔵庫ユーザが薬
を服用すべき曜日及びタイミングと、薬収納区画１１の各小区画内の薬における薬の有無
とを照らし合わせる。
【０１１０】
　そして、冷蔵庫ユーザが薬を服用すべき曜日及びタイミングと、薬収納区画１１の各小
区画内における薬の有無とが整合していない場合、例えば、音声再生部１０２は報知を行
う。この報知では、音声再生部１０２は、自動音声生成部１０４が生成した音声を再生し
て報知を行う。
【０１１１】
　具体的に例えば、薬を服用すべき曜日及びタイミングに対応する各小区画内に薬が無い
場合、薬の収納忘れの可能性がある。逆に薬を服用すべきでない曜日及びタイミングに対
応する各小区画内に薬が有る場合、誤った小区画内に薬を収納しており、誤ったタイミン
グで薬を服用してしまうおそれがある。そこで、このような不整合が処方箋照合部１０５
での照合で判明した場合には、音声再生部１０２が報知することで、服用忘れ及び誤った



(17) JP 6874501 B2 2021.5.19

10

20

30

40

50

服用を未然に防止することができる。なお、冷蔵庫通信部１１０は、処方箋照合部１０５
による照合結果を端末装置２００に送信するようにしてもよい。
【０１１２】
　次に、図１８を参照しながら、この実施の形態２に係る端末装置２００における画面表
示例について説明する。同図に示すのは、端末装置２００に表示される冷蔵庫ユーザ詳細
画面５００の一例である。
【０１１３】
　戻るボタン５０１、冷蔵庫ユーザ基本情報５１０、薬収納状態情報５２０、薬服用情報
５３０及び録音開始ボタン５５０については、図９を参照して説明した実施の形態１の冷
蔵庫ユーザ詳細画面５００の例と同じである。一方、この実施の形態２においては、収納
忘れ警告メッセージ欄５６０が表示されている。
【０１１４】
　この収納忘れ警告メッセージ欄５６０には、薬の収納忘れが発生している可能性がある
場合に、薬の収納忘れについて注意を喚起する旨のメッセージが表示される。薬の収納忘
れが発生している可能性があるか否かは、例えば、サーバ装置３００の記憶部３０１に記
憶されている処方箋データを取得し、処方箋データと薬管理情報表示部２０２が生成する
薬管理情報のうちの薬収納情報とを照合することよって判定することができる。また、処
方箋照合部１０５による照合結果を端末装置２００に送信している場合には、当該照合結
果から薬の収納忘れが発生している可能性があるか否かを判定してもよい。
【０１１５】
　次に、図１９を参照しながら、以上のように構成された薬局端末６００の処方箋情報送
信動作の一例について説明する。薬局端末６００が処方箋情報送信動作を開始すると（ス
テップＳ５００）、まず、ステップＳ５０１において、薬局端末６００は、処方箋入力部
６０１により処方箋情報が入力されたか否かを確認する。処方箋情報が入力されない場合
、処方箋情報が入力されるまで、処理はこのステップＳ５０１で待機する。そして、処方
箋情報が入力されると、処理はステップＳ５０２へと進む。
【０１１６】
　ステップＳ５０２においては、薬局通信部６１０は、ステップＳ５０１で入力された処
方箋情報を処方箋データとしてサーバ装置３００に送信する。ステップＳ５０２の処理が
完了すると、薬局端末６００の一連の処方箋情報送信動作は終了となる。
【０１１７】
　次に、図２０を参照しながら、以上のように構成されたサーバ装置３００の処方箋情報
受信動作の一例について説明する。薬局端末６００から送信された処方箋データをサーバ
通信部３１０が受信すると、サーバ装置３００が処方箋情報受信動作を開始する（ステッ
プＳ６００）。
【０１１８】
　サーバ装置３００が処方箋情報受信動作を開始すると、まず、ステップＳ６０１におい
て、対応付け部３０２は、受信した処方箋データに対応する冷蔵庫１００があるか否かを
確認する。より詳しくは、対応付け部３０２は、当該処方箋データの個人を特定可能な情
報と一致する冷蔵庫ユーザの冷蔵庫１００が存在するか否かを確認する。受信した処方箋
データに対応する冷蔵庫１００がない場合、サーバ装置３００の一連の処方箋情報受信動
作は終了となる。一方、受信した処方箋データに対応する冷蔵庫１００がある場合、処理
はステップＳ６０２へと進む。
【０１１９】
　ステップＳ６０２においては、まず、対応付け部３０２が、受信した処方箋データと冷
蔵庫１００とを対応付ける。そして、記憶部３０１は、当該冷蔵庫１００に対応付けられ
て記憶されている過去の処方箋データに、受信した処方箋データを追加して記憶する。ス
テップＳ６０２の後、処理はステップＳ６０３へと進む。
【０１２０】
　ステップＳ６０３においては、サーバ通信部３１０は、受信した処方箋データを当該処
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方箋データに対応付けられた冷蔵庫１００に送信する。ステップＳ６０３の処理が完了す
ると、サーバ装置３００の一連の処方箋情報受信動作は終了となる。
【０１２１】
　次に、図２１を参照しながら、以上のように構成された冷蔵庫１００の処方箋照合動作
の一例について説明する。サーバ装置３００から送信された処方箋データを冷蔵庫通信部
１１０が受信すると、冷蔵庫１００が処方箋照合動作を開始する（ステップＳ７００）。
【０１２２】
　冷蔵庫１００が処方箋照合動作を開始すると、ステップＳ７０１において、まず、薬収
納状態検知部１０３が、薬収納区画１１の薬の収納状態を検出する。次に、処方箋照合部
１０５は、冷蔵庫通信部１１０が受信した処方箋データと薬収納状態検知部１０３が検出
した薬の収納状態とを照合する。そして、処方箋照合部１０５は、冷蔵庫通信部１１０が
受信した処方箋データと薬収納状態検知部１０３が検出した薬の収納状態との間に不整合
がある否かを確認する。処方箋データと薬の収納状態との間に不整合がない場合、冷蔵庫
１００の一連の処方箋照合動作は終了となる。一方、処方箋データと薬の収納状態との間
に不整合がある場合、処理はステップＳ７０２へと進む。
【０１２３】
　ステップＳ７０２においては、冷蔵庫通信部１１０は、端末装置２００へと処方箋デー
タと薬の収納状態との間に不整合がある旨を通知する。ステップＳ７０２の処理が完了す
ると、冷蔵庫１００の一連の処方箋照合動作は終了となる。
【０１２４】
　なお、他の構成及び動作については実施の形態１と同様であり、ここでは、その説明を
省略する。
【０１２５】
　以上のように構成された冷蔵庫システムにおいても、実施の形態１と同様の効果を奏す
ることができる。さらに、処方箋情報を入力可能な薬局端末６００を備え、処方箋情報と
冷蔵庫１００内の薬の収納状態とを照合できるため、より容易かつ確実に服用すべき薬の
収納し忘れ、薬の服用忘れ及び誤った薬の服用の発生を抑制することができる。
【０１２６】
　なお、冷蔵庫１００の制御装置８は、冷蔵庫通信部１１０が受信した処方箋データに基
づいて、薬収納区画１１の内部の温度、すなわち、ここでは冷蔵室１０の温度を制御する
ようにしてもよい。具体的には、まず、制御装置８は、処方箋データから薬収納区画１１
に収納されている薬の種類の情報を取得する。そして、冷蔵室１０の内部の温度が、薬収
納区画１１に収納されている薬の保管に適したものとなるように制御装置８は前述した冷
却手段等を制御する。この場合、薬収納区画１１は、冷蔵室１０等の他の食品等も収納さ
れる貯蔵室でなく、薬収納専用の貯蔵室に設けることが望ましい。このようにすることで
、より適切な薬の保管が可能となり、薬の成分の劣化等を抑制することができる。
【０１２７】
　なお、この発明の実施の形態１及び実施の形態２においては、以上で説明した冷蔵庫１
００の薬収納区画１１における薬の収納状態の検出、及び、この検出結果による服薬状況
の管理について、実施するか否かを冷蔵庫１００の操作パネル６への操作又は端末装置２
００での操作等によりユーザが選択できるようにしてもよい。
【符号の説明】
【０１２８】
　　１　　断熱箱体
　　２　　圧縮機
　　３　　冷却器
　　４　　送風ファン
　　５　　風路
　　６　　操作パネル
　　６ａ　操作部
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　　６ｂ　表示部
　　６ｃ　スピーカ
　　７　　冷蔵室扉
　　７ａ　右扉
　　７ｂ　左扉
　　８　　制御装置
　　８ａ　プロセッサ（ＣＰＵ）
　　８ｂ　メモリ
　　９　　カメラ
　１０　　冷蔵室
　１１　　薬収納区画
　２０　　切替室
　３０　　製氷室
　４０　　冷凍室
　５０　　野菜室
　９１　　サーミスタ
　９２　　扉開閉検知スイッチ
１００　　冷蔵庫
１０１　　撮像部
１０２　　音声再生部
１０３　　薬収納状態検知部
１０４　　自動音声生成部
１０５　　処方箋照合部
１１０　　冷蔵庫通信部
２００　　端末装置
２０１　　音声録音部
２０２　　薬管理情報表示部
２１０　　端末通信部
３００　　サーバ装置
３０１　　記憶部
３０２　　対応付け部
３１０　　サーバ通信部
４００　　冷蔵庫ユーザ一覧画面
５００　　冷蔵庫ユーザ詳細画面
６００　　薬局端末
６０１　　処方箋入力部
６１０　　薬局通信部
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